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※
平
成
29
年
分
か
ら
令
和
元
年
分
ま
で
の
確
定

申
告
は
、
平
成
28
年
分
ま
で
と
同
様
に
、
医
療

費
の
領
収
書
の
添
付
ま
た
は
提
示
す
る
こ
と
も

で
き
ま
す
。

社
会
保
障
・
税
番
号
制
度
の
記
載

　

所
得
税
お
よ
び
復
興
特
別
所
得
税
・
消
費
税

お
よ
び
地
方
消
費
税
・
贈
与
税
の
申
告
書
は
、

税
務
署
へ
提
出
の
都
度
、
マ
イ
ナ
ン
バ
ー
（
個

人
番
号
）
の
記
載
と
、
本
人
確
認
書
類
の
提
示

ま
た
は
写
し
の
添
付
が
必
要
で
す
。

国
税
庁
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
の
活
用

　

国
税
庁
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
「
確
定
申
告
書
等
作

成
コ
ー
ナ
ー
」
を
利
用
す
る
と
、
所
得
税
・
復

興
特
別
所
得
税
・
贈
与
税
・
個
人
事
業
者
の
消

費
税
・
地
方
消
費
税
の
確
定
申
告
や
青
色
申
告

決
算
書
な
ど
が
作
成
で
き
ま
す
。
作
成
し
た
申

告
書
な
ど
は
、プ
リ
ン
ト
ア
ウ
ト
し
て
「
書
面
」

で
提
出
す
る
こ
と
が
で
き
る
ほ
か
、
ｅ-

Tax
を

利
用
し
て
提
出
す
る
こ
と
も
で
き
ま
す
。ま
た
、

「
所
得
税
及
び
復
興
特
別
所
得
税
の
確
定
申
告
の

手
引
き
」
や
申
告
書
の
用
紙
な
ど
は
、
国
税
庁

ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
か
ら
ダ
ウ
ン
ロ
ー
ド
で
き
ま
す
。

災
害
を
受
け
た
場
合
の
税
務
手
続
等
に
つ
い
て

　

災
害
に
よ
り
被
害
を
受
け
た
場
合
に
は
、
以

下
の
よ
う
な
申
告
・
納
税
等
に
係
る
手
続
等
が

あ
り
ま
す
の
で
、税
務
署
へ
ご
相
談
く
だ
さ
い
。

①
申
告
な
ど
の
期
限
の
延
長
に
つ
い
て

　

災
害
に
よ
り
申
告
・
納
税
等
を
そ
の
期
限
ま

で
に
で
き
な
い
と
き
（
交
通
途
絶
等
）
は
、
税

務
署
長
に
申
請
し
、
そ
の
承
認
を
受
け
る
こ
と

に
よ
り
、
そ
の
理
由
の
や
ん
だ
日
か
ら
２
か
月

※
混
雑
具
合
に
よ
り
、
早
め
に
受
け
付
け
を
締

切
る
こ
と
も
あ
り
ま
す
の
で
ご
了
承
く
だ
さ
い
。

場
所　

役
場
３
階
第
１
・
２
会
議
室

持
物　

印
鑑
、申
告
書
の
作
成
に
必
要
な
書
類
、

　
　
　

計
算
器
具
、
筆
記
具
、
前
年
分
の
確
定

　
　
　

申
告
書
の
控
え
な
ど

　

ま
た
、
社
会
保
障
・
税
番
号
制
度
（
マ
イ
ナ

ン
バ
ー
制
度
）
の
導
入
に
よ
り
、
税
務
署
に
提

出
す
る
所
得
税
な
ど
の
確
定
申
告
書
は
、
マ
イ

ナ
ン
バ
ー
の
記
載
と
本
人
確
認
書
類
の
提
示
ま

た
は
写
し
の
添
付
が
必
要
で
す
。
マ
イ
ナ
ン

バ
ー
カ
ー
ド
ま
た
は
通
知
カ
ー
ド
、
運
転
免
許

証
な
ど
の
書
類
を
併
せ
て
ご
持
参
く
だ
さ
い
。

医
療
費
控
除
の
手
続
き
に
つ
い
て

　

平
成
29
年
分
の
確
定
申
告
か
ら
医
療
費
の
領

収
書
の
代
わ
り
に
、「
医
療
費
控
除
の
明
細
書
」

の
添
付
が
必
要
に
な
り
ま
し
た
。
医
療
費
の
領

収
書
の
提
出
は
不
要
に
な
り
ま
す
が
、
自
宅
で

５
年
間
保
存
し
、
税
務
署
か
ら
求
め
ら
れ
た
と

き
に
は
、
領
収
書
を
提
示
ま
た
は
提
出
し
な
け

れ
ば
な
り
ま
せ
ん
。

　

な
お
、
医
療
保
険
者
か
ら
交
付
を
受
け
た
医

療
費
通
知
を
添
付
す
る
と
、
明
細
の
記
入
を
省

略
す
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。
こ
の
医
療
費
通
知

と
は
、
健
康
保
険
組
合
等
が
発
行
す
る
「
医
療

費
の
お
知
ら
せ
」
な
ど
で
す
。

　

ま
た
、「
医
療
費
の
封
筒
」（
医
療
費
の
明
細

書
が
印
刷
し
て
あ
る
封
筒
）
は
、
準
備
が
ご
ざ

い
ま
せ
ん
の
で
、
医
療
費
控
除
の
添
付
書
類
と

し
て
領
収
書
等
を
提
出
さ
れ
る
場
合
に
は
、
必

要
に
応
じ
て
封
筒
を
ご
用
意
く
だ
さ
い
。

相
談
会
場
等
」で
提
出
さ
れ
た
方
、ｅ-

Tax (

国

税
電
子
申
告
・
納
税
シ
ス
テ
ム)

で
提
出
し
た

方
、
プ
リ
ン
ト
ア
ウ
ト
し
て
「
書
面
」
で
提
出

し
た
方
は
、
確
定
申
告
書
等
の
用
紙
は
送
付
さ

れ
ま
せ
ん
の
で
ご
留
意
く
だ
さ
い
。

※
国
税
の
納
付
は
、
振
替
納
税(

贈
与
税
を
除

く)

や
ｅ-

Tax
を
ご
利
用
い
た
だ
く
か
、
お
近

く
の
金
融
機
関
で
必
ず
納
期
限(

所
得
税
お
よ

び
復
興
特
別
所
得
税
・
贈
与
税
は
３
月
16
日

(月)
、
個
人
事
業
者
の
消
費
税
お
よ
び
地
方
消
費

税
は
３
月
31
日
(火))

ま
で
に
納
付
し
て
く
だ
さ
い
。

閉
庁
日
の
申
告
受
付

期
日　

２
月
24
日
(月)
・
３
月
１
日
(日)

場
所

立
川
税
務
署（
立
川
市
緑
町
４
番
地
の
２
）

※
青
梅
税
務
署
で
は
執
務
を
行
っ
て
い
ま
せ
ん
。

※
大
変
混
雑
が
予
想
さ
れ
ま
す
。
あ
ら
か
じ
め

ご
了
承
く
だ
さ
い
。
ま
た
、
当
日
は
国
税
の
領

収
お
よ
び
納
税
証
明
書
の
発
行
は
行
い
ま
せ
ん
。

確
定
申
告
出
張
相
談

　

青
梅
税
務
署
職
員
と
税
理
士
に
よ
る
出
張
相

談
で
、
所
得
税
お
よ
び
復
興
特
別
所
得
税
、
個

人
事
業
者
の
消
費
税
お
よ
び
地
方
消
費
税
の
確

定
申
告
書
な
ど
を
作
成
し
て
提
出
で
き
ま
す
。

た
だ
し
、
譲
渡
所
得
、
贈
与
税
、
内
容
が
複
雑

な
相
談
な
ど
は
、税
務
署
で
ご
相
談
く
だ
さ
い
。

期
日　

２
月
12
日
(水)
・
13
日
(木)

受
付
時
間　

午
前
９
時
30
分
〜
11
時
頃

　
　
　
　
　

午
後
１
時
〜
３
時
頃

※
申
告
書
等
の
提
出
の
み
の
方
の
受
付
は
行
っ

て
お
り
ま
せ
ん
の
で
直
接
税
務
署
に
提
出
し
て

く
だ
さ
い
。

青
梅
税
務
署
か
ら
の
お
知
ら
せ

　

令
和
元
年
分
の
確
定
申
告
書
の

提
出
と
納
税
の
期
間
は
次
の
と
お
り
で
す
。

所
得
税
・
復
興
特
別
所
得
税

期
間　

２
月
17
日
(月)
〜
３
月
16
日
(月)

※
還
付
申
告
書
は
２
月
14
日
(金)
以
前
で
も
提

出
で
き
ま
す
。

贈
与
税

期
間　

２
月
３
日
(月)
〜
３
月
16
日
(月)

個
人
事
業
者
の
消
費
税
お
よ
び
地
方
消
費
税

期
間　

１
月
６
日
(月)
〜
３
月
31
日
(火)

　

青
梅
税
務
署
で
は
、
所
得
税
お
よ
び
復
興
特

別
所
得
税
、
個
人
事
業
者
の
消
費
税
お
よ
び
地

方
消
費
税
の
確
定
申
告
書
な
ら
び
に
贈
与
税
の

申
告
書
作
成
会
場
を
開
設
し
ま
す
。

開
設
期
間　

２
月
17
日
(月)
〜
３
月
16
日
(月)

　
（
土
、
日
及
び
２
月
24
日
(月)
を
除
く
）

受
付
時
間　

午
前
８
時
30
分
〜
午
後
４
時

　
　
　
　
　
（
提
出
は
午
後
５
時
ま
で
）

相
談
時
間　

午
前
９
時
〜
午
後
５
時

　

２
月
３
日
(月)
〜
３
月
16
日
(月)
ま
で
の
間
は
、

青
梅
税
務
署
の
駐
車
場
は
使
用
で
き
ま
せ
ん

(

身
体
障
が
い
者
用
車
両
は
除
く)

。
な
お
、

こ
の
期
間
中
は
、
河
辺
駅
北
口
の
イ
オ
ン
ス
タ

イ
ル
河
辺
の
駐
車
場
を
ご
利
用
く
だ
さ
い
。
お

越
し
の
際
は
で
き
る
だ
け
公
共
交
通
機
関
を
ご

利
用
く
だ
さ
い
。

※
平
成
30
年
分
の
確
定
申
告
書
を
「
市
町
村
の

相
談
会
場
」「
税
理
士
会
の
無
料
申
告
相
談
会

場
」、「
農
業
協
同
組
合
、
商
工
会
な
ど
の
申
告

豊かな創造性に富んだ児童・生徒を育成するための教育の充実による人づくり !!
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以
内
の
範
囲
で
そ
の
期
限
が
延
長
さ
れ
ま
す
。

こ
の
手
続
は
、
期
限
が
経
過
し
た
後
で
も
行
う

こ
と
が
で
き
ま
す
の
で
、
被
災
の
状
況
が
落
ち

着
い
て
か
ら
、
税
務
署
に
ご
相
談
く
だ
さ
い
。

②
納
税
の
猶
予
に
つ
い
て

　

災
害
に
よ
り
、
財
産
に
相
当
な
損
失
を
受
け

た
場
合
は
、
税
務
署
長
に
申
請
し
、
そ
の
承
認

を
受
け
る
こ
と
に
よ
り
、
納
税
の
猶
予
を
受
け

る
こ
と
が
で
き
ま
す
。

③
所
得
税
の
全
部
又
は
一
部
の
軽
減
に
つ
い
て

　

災
害
に
よ
っ
て
、
住
宅
や
家
財
な
ど
に
損
害

を
受
け
た
と
き
は
、
確
定
申
告
で
、
以
下
の
ど

ち
ら
か
の
有
利
な
方
法
を
選
ぶ
こ
と
に
よ
っ

て
、
所
得
税
の
全
部
又
は
一
部
を
軽
減
す
る
こ

と
が
で
き
ま
す
。
ま
た
、
給
与
、
公
的
年
金
、

報
酬
な
ど
か
ら
徴
収
さ
れ
る
（
又
は
徴
収
さ
れ

た
）
源
泉
所
得
税
の
徴
収
猶
予
や
還
付
を
受
け

る
こ
と
が
で
き
ま
す
。

○イ　
所
得
税
法
に
定
め
る
雑
損
控
除
の
方
法

○ロ
　

災
害
減
免
法
に
定
め
る
税
金
の
軽
減
免
除

　
　

に
よ
る
方
法

④
消
費
税
簡
易
課
税
制
度
の
適
用
（
不
適
用
）

　

に
関
す
る
特
例
に
つ
い
て

　

災
害
に
よ
り
被
害
を
受
け
た
事
業
者
が
、
当

該
被
害
を
受
け
た
こ
と
に
よ
り
、
災
害
等
の
生

じ
た
日
の
属
す
る
課
税
期
間
等
に
つ
い
て
、
簡

易
課
税
制
度
の
適
用
を
受
け
る
こ
と
が
必
要
と

な
っ
た
場
合
（
又
は
適
用
を
受
け
る
こ
と
の
必

要
が
な
く
な
っ
た
場
合
）
に
は
、
税
務
署
長
に

申
請
し
そ
の
承
認
を
受
け
る
こ
と
に
よ
り
、
災

害
等
の
生
じ
た
日
の
属
す
る
課
税
期
間
か
ら
簡

易
課
税
制
度
の
適
用
を
受
け
る
こ
と
（
又
は
適

用
を
や
め
る
こ
と
）
が
で
き
ま
す
。

※
災
害
に
よ
っ
て
事
務
処
理
能
力
が
低
下
し
た

た
め
、
一
般
課
税
か
ら
簡
易
課
税
へ
の
変
更
が

必
要
に
な
っ
た
場
合
や
、
棚
卸
資
産
そ
の
他
業

務
用
の
資
産
に
相
当
な
損
害
を
受
け
、
緊
急
な

設
備
投
資
を
行
う
た
め
、
簡
易
課
税
か
ら
一
般

課
税
へ
の
変
更
が
必
要
に
な
っ
た
場
合
な
ど
に

適
用
さ
れ
ま
す
。

　

に
せ
税
理
士
・
に
せ
税
理
士
法
人
に

　
　
　
　
　
　
　
　
　

ご
注
意
く
だ
さ
い
！

　

納
税
者
か
ら
の
依
頼
を
受
け
て
行
う
税
務
代

理
、
税
務
書
類
の
作
成
お
よ
び
税
務
相
談
の
業

務
は
税
理
士
業
務
と
さ
れ
、
こ
れ
ら
の
業
務
を

行
う
こ
と
が
で
き
る
の
は
、
法
律
で
税
理
士
、

税
理
士
法
人
等
に
限
ら
れ
て
い
ま
す
。

　

税
理
士
で
な
い
の
に
、
税
理
士
業
務
を
行
っ

て
い
る
、
い
わ
ゆ
る
に
せ
税
理
士
に
税
理
士
業

務
を
依
頼
し
た
場
合
、
不
測
の
損
害
を
受
け
た

り
、
あ
と
あ
と
ま
で
税
務
上
の
ト
ラ
ブ
ル
の
原

因
と
な
る
お
そ
れ
も
あ
り
ま
す
の
で
、
ご
注
意

く
だ
さ
い
。

問　

青
梅
税
務
署

　
　

☎
０
４
２
８(

22)

３
１
８
５

は
、
所
得
税
・
住
民
税
の
申
告
の
際
に
、
所
得

控
除
の
対
象
と
な
る
場
合
が
あ
り
ま
す
。

障
害
者
控
除

　

次
の
要
件
す
べ
て
に
該
当
し
、
一
定
の
基
準

を
満
た
し
て
い
る
方
へ
「
障
害
者
控
除
対
象
者

認
定
書
」を
発
行
し
ま
す(

申
請
が
必
要
で
す)

○
65
歳
以
上
の
方

○
要
介
護(

１
〜
５)

認
定
さ
れ
て
い
る
方

○
障
害
者
手
帳
を
交
付
さ
れ
て
い
な
い
方

○
本
認
定
を
申
請
す
る
方
、
も
し
く
は
そ
の
方

　

を
扶
養
し
て
い
る
方
が
課
税
さ
れ
て
い
る

※
住
所
地
特
例
の
方
は
申
請
受
付
窓
口
が
保
険

者(

他
区
市
町
村)

と
な
る
場
合
が
あ
り
ま
す
。

寝
た
き
り
の
方
の
お
む
つ
代
の
医
療
費
控
除

　

傷
病
に
よ
り
お
お
む
ね
６
カ
月
以
上
寝
た
き

り
で
あ
り
、
医
師
の
治
療
を
受
け
て
い
る
方
の

お
む
つ
代
は
、
医
師
に
よ
る
治
療
を
受
け
る
た

め
の
直
接
必
要
な
費
用
と
し
て
、
医
療
費
控
除

の
対
象
と
な
り
ま
す
。

○
申
告
に
は
医
師
の
発
行
し
た
「
お
む
つ
使
用

　

認
定
証
」
と
お
む
つ
代
の
領
収
証
が
必
要
で

　

す
。
２
年
目
以
降
で
、
介
護
認
定
さ
れ
て
い

　

る
方
は
、主
治
医
意
見
書
の
内
容
を
確
認
し
、

　

町
よ
り
「
主
治
医
意
見
書
の
確
認
書
」
を
発

　

行
し
ま
す(

申
請
が
必
要
で
す)

　

居
宅
サ
ー
ビ
ス
・
施
設
サ
ー
ビ
ス
の

　
　
　
　
　
　
　
　
　

対
価
の
医
療
費
控
除

　

介
護
サ
ー
ビ
ス
の
利
用
者
負
担
金
は
、
医
療

費
控
除
の
対
象
と
な
る
場
合
が
あ
り
ま
す
。
医

療
費
控
除
の
対
象
と
な
る
サ
ー
ビ
ス
や
医
療
費

控
除
と
な
る
金
額
に
つ
い
て
ご
不
明
な
点
が
あ

る
場
合
は
、
税
務
課
住
民
税
係(

内　

262)

に

直
接
お
問
い
合
わ
せ
く
だ
さ
い
。

※
高
額
介
護
サ
ー
ビ
ス
費
な
ど
に
よ
り
補
て
ん

さ
れ
た
分
は
差
し
引
い
て
計
算
す
る
必
要
が
あ

り
ま
す
。

社
会
保
険
料
控
除
に
つ
い
て

　

介
護
保
険
料
は
健
康
保
険
や
年
金
と
同
様
に

社
会
保
険
料
控
除
の
対
象
で
す
。

■
特
別
徴
収
の
方

　

日
本
年
金
機
構
な
ど
か
ら
送
ら
れ
る
源
泉
徴

収
票
で
確
認
し
て
く
だ
さ
い
。

■
普
通
徴
収
の
方

　

税
務
課
納
税
係(

内　

273)

に
直
接
お
問
い

合
わ
せ
く
だ
さ
い
。

※
申
告
で
き
る
方
は
実
際
に
保
険
料
を
納
め
た

方
で
す
。

問　

い
き
い
き
健
康
課
介
護
保
険
係  

内  

386

〒190-0192（個別郵便番号）東京都西多摩郡日の出町平井2780  TEL  042（597）0511（代）　FAX  042（597）4369
開庁時間　午前8時30分～午後5時15分　閉庁　土・日曜日、祝日、年末年始（12月29日～翌年1月3日）

介
護
保
険
と
申
告

　

介
護
保
険
の
利
用
者
負
担
額
や
保
険
料
な
ど

年
金
相
談
会
を
開
催
し
ま
す

　

年
金
の
専
門
家
（
社
会
保
険

労
務
士
）
に
よ
る
予
約
制
の
個
別
相
談
で
す
。

年
金
に
つ
い
て
気
に
な
る
こ
と
や
不
安
な
こ
と

な
ど
、
お
気
軽
に
ご
相
談
く
だ
さ
い
。

日
時　

１
月
24
日
(金)
午
前
９
時
〜
午
後
４
時

　
　
　
（
正
午
〜
午
後
１
時
は
除
く
）

　
　
　

※
相
談
時
間
は
、
お
お
む
ね
30
分
以
内

場
所　

役
場
１
階　

町
民
談
話
室

持
物　

相
談
に
関
す
る
書
類
な
ど

申
込　

町
民
課
保
険
年
金
係
へ
電
話

問　

町
民
課
保
険
年
金
係　

内　

284

保
険
・
年
金


